
県内全ての子どもへの支援をめざした体制づくり 資料　３－２　 

市町村教育支援センター
（不登校等の子どもへの支援）

 不登校等の児童生徒への支援に抜けやもれが生じている。

校内支援会

学校の
支援力
の向上
を推進

 【課題】
 ・教育支援センターがなく、学校以外の支援の場がない町村がある。
 ・教育支援センターに通所したくても通所できない子どもがいる。
 ・教育支援センターに通所していても、十分な学習支援を受けられない子どもがいる。支援

要請
助言
・支援

関係機関との
支援に関する
コーディネート
機能

報告
連携

支援の
つなぎ、
紹介

訪問
支援

心の教育
センターへの
つなぎ

療育福祉センター 児童相談所 医療機関 若者サポートステーション 少年サポートセンター 精神保健福祉センター 法務局 弁護士会 女性相談支援センターなど 

現 
状

ＳＣ，Ｓ
ＳＷ

改善のポイント①【相談】
 ・いつでも気軽に相談できる。
 ・すぐに相談に行ける。

改善のポイント②【支援】
 ・教育支援センターがある市町村は、より充実した支援ができる。
 ・教育支援センターがない市町村も、確実に支援ができる。

課題の根本的解決
に向けた対策

心の教育センター
（多様な相談ニーズに対する

ワンストップ・トータルな支援）

学 校
（すべての子どもへの支援）

支援の手が届いていな
かった子どもへの支援

潜在化している支援ニー
ズの掘り起こし及び支援

教育支援センターに通所できない子どもなど

これまで心の教育センターに相談したくて
も、地理的にためらっていたケースなど

 支援が届きにくい地域に支援を届かせるため、心の教育センターの機能をもつサテライト（支部）の設置を検討する。
（東部地区、西部地区にそれぞれ１箇所の設置を想定）

県内のどこに住んで
いても同様のサービ
スが受けられる体制
づくり

民生・児童
委員とＳＳＷ
の情報共有
を促進

【課題】
・心の教育センターに相談したくても、距離的な問題で、通所ができず電話でしか相談できない子どもがいる。
・心の教育センターによる支援が必要でありながら、距離的な問題等で、個別の訪問支援を受けられない子どもがいる。

心の教育センターが 全ての教育支援センター（県内２２箇所）を訪問し、各市町村の実態を把握するとともに、課題改善に向けた助言や必要な支援を
行う。
 ⇒ ・市町村をまたぐ横断的な受け入れの検討 ・高校生の受け入れの検討 ・ＩＣＴを活用した学習支援の検討 ・関係機関との連携窓口（担当者）の確認 など

令和元年度
の取組

心の教育センター
サテライト（東部支部・西部支部）
それぞれにＳＣ、ＳＳＷ、指導主事を配置
  【用務内容】
   ・来所相談 ・教育支援センターへの支援
   ・学校支援（校内支援会） ・ＳＣ、ＳＳ
Ｗの育成
   ・関係機関とのコーディネート  など

心の教育センター（本部）

連携

域内の学校、教育支援
センターとの連携を強化

し、
重層的な支援を行う。

国公私立学校を含む県中央
部に特化し、支援を充実さ
せる。

学校に来づらくなった
子どもの居場所、学校
復帰に向けた支援


